
議 第 ４ １ 号  

 

道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い

て  

 

本 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定

す る も の と す る 。  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ２ 月 ２ ２ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩   

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 （ 昭 和 ５ ７ 年 条 例 第 ２ ９ 号 ） の 一  

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 中  

「              「  

5 4 0   5 9 0  

8 3 0   9 0 0  

1 , 1 0 0   1 , 2 0 0  

4 8 0   5 3 0  

7 7 0   8 4 0  

1 , 1 0 0   1 , 2 0 0  

4 8   5 3  

5   5  

3   3  

4 7 0   5 1 0  

2 9 0   3 2 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  
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4 0 0   4 4 0  

1 , 9 0 0   1 , 9 0 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  

4 3   4 7  

5 8   6 3  

1 2 0   1 3 0  

2 9 0   3 2 0  

5 8 0   6 3 0  

3   3  

1 0   1 1  

7 7 0   8 4 0  

4 8 0   5 3 0  

2 9 0   3 2 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  

Ａ に 0 . 0 0 5 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 4 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 0 8 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 6 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1を 乗 じ

て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 7 を 乗

じ て 得 た 額  

9 7 0   9 4 0  

5 8 0   5 6 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  

1 9   1 9  

1 9 0   1 9 0  

1 9 0   1 9 0  

1 , 9 0 0   1 , 9 0 0  

7 7 0   8 4 0  

1 9   1 9  

1 9 0   1 9 0  
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1 9   1 9  

1 9 0   1 9 0  

1 , 9 0 0   1 , 9 0 0  

9 7 0   9 4 0  

9 6 0   1 , 1 0 0  

Ａ に 0 . 0 3 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 3 1 を 乗

じ て 得 た 額  

1 9 0   1 9 0  

9 6   1 1 0  

Ａ に 0 . 0 1 6 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 2 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 2 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 7 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 0 5 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 4 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 0 8 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 6 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1を 乗 じ

て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 0 7 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 3 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 2 5 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1 6 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 5 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1 2 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 1 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 2 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 2 2 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1 2 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 1 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1 6 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 5 を 乗

じ て 得 た 額  
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Ａ に 0 . 0 2 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 2 2 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 3 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 3 1 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 3 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 2 5 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 1 6 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 1 5 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 2 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 2 2 を 乗

じ て 得 た 額  

Ａ に 0 . 0 3 3 を 乗

じ て 得 た 額  

 Ａ に 0 . 0 3 1 を 乗

じ て 得 た 額  

         」 を             」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 別 表 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 納 付 す べ き 占

用 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 納 付 す べ き 占 用 料 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  
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掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同

条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設
 

11
0 

政
令
第
７
条
第

８
号
に
掲
げ
る

施
設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

占
用
面
積
１
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
１
年
 

             

Ａ
に

0.
01
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
01
7
を

乗

じ
て
得
た
額
 

地
下
（
ト
ン

ネ
ル
の
上
の

地
下

を
除

く
。
）
に
設

け
る
も
の
 

階
数
が
１
の
も
の
 

Ａ
に

0.
00
4
を

乗

じ
て
得
た
額
 

階
数
が
２
の
も
の
 

Ａ
に

0.
00
6
を

乗

じ
て
得
た
額
 

階
数
が
３
以
上
の

も
の
 

Ａ
に

0.
00
7
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
02
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

ア
ー
チ
 

車
道
を
横
断
す
る

も
の
 

１
基
に
つ
き
１
月
 

1,
90
0 

そ
の
他
の
も
の
 

97
0 

政
令
第
７
条
第
２
号
に
掲
げ
る
工
作
物
 

占
用
面
積
１
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
１
年
 

96
0 

政
令
第
７
条
第
３
号
に
掲
げ
る
施
設
 

Ａ
に

0.
03
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第
４
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び
同

条
第
５
号
に
掲
げ
る
工
事
用
材
料
 

占
用
面
積
１
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
１
月
 

19
0 

政
令
第
７
条
第
６
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同

条
第
７
号
に
掲
げ
る
施
設
 

96
 

政
令
第
７
条
第

８
号
に
掲
げ
る

施
設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

占
用
面
積
１
平
方
メ

ー
ト
ル
に
つ
き
１
年
 

             

Ａ
に

0.
01
6
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
02
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

地
下
（
ト
ン

ネ
ル
の
上
の

地
下

を
除

く
。
）
に
設

け
る
も
の
 

階
数
が
１
の
も
の
 

Ａ
に

0.
00
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

階
数
が
２
の
も
の
 

Ａ
に

0.
00
8
を

乗

じ
て
得
た
額
 

階
数
が
３
以
上
の

も
の
 

Ａ
に
0.
01
を
乗
じ

て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
03
3
を

乗

じ
て
得
た
額
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改
正
後
 

改
正
前
 

政
令
第
７
条
第

９
号
に
掲
げ
る

施
設
 

建
築
物
 

                              

Ａ
に

0.
01
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
01
1
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

10
号
に
掲
げ
る

施
設
及
び
自
動

車
駐
車
場
 

建
築
物
 

Ａ
に

0.
02
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
01
1
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

11
号
に
掲
げ
る

応
急
仮
設
建
築

物
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
01
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
02
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
03
1
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第
12
号
に
掲
げ
る
器
具
 

Ａ
に

0.
02
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

13
号
に
掲
げ
る

施
設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用

道
路
（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
01
5
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
02
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
03
1
を

乗

じ
て
得
た
額
 

 

政
令
第
７
条
第

９
号
に
掲
げ
る

施
設
 

建
築
物
 

                              

Ａ
に

0.
01
6
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
01
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

10
号
に
掲
げ
る

施
設
及
び
自
動

車
駐
車
場
 

建
築
物
 

Ａ
に

0.
02
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
01
2
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

11
号
に
掲
げ
る

応
急
仮
設
建
築

物
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
01
6
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
02
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
03
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第
12
号
に
掲
げ
る
器
具
 

Ａ
に

0.
03
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

政
令
第
７
条
第

13
号
に
掲
げ
る

施
設
 

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用

道
路
（
高
架
の
も
の
に
限
る
。
）

の
路
面
下
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
01
6
を

乗

じ
て
得
た
額
 

上
空
に
設
け
る
も
の
 

Ａ
に

0.
02
3
を

乗

じ
て
得
た
額
 

そ
の
他
の
も
の
 

Ａ
に

0.
03
3
を

乗

じ
て
得
た
額
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